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年金制度の３つの評価ポイント

１）制度の持続可能性（特に財政的、経済的、
政治的）→高齢化のインパクト吸収

２）社会状況変化への対応能力（就業構造、
労働市場の変化の対応力）→雇用の流動
化や生活の多様化（より広くカバーする）

３）適当な給付水準の確保→税財源と保険
財源の組み合わせ

→これは先進国共通課題（図）
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参考図１：諸外国の年金改革の目標
Chlon-Dominczak,A.and Marek,M.(2003)Commitment and Consensus in Pension Reform.in “Pension Reform, in 
Europe: Process and Progress”, (ed. by Holzmann,R., Mitchell.O and Rutkowski,M ), World Bank Publications.

何を改革の目標にしたか（各国専門家の回答）
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年金制度改革について
１）病状の診断を行ってから、治療方針を決める
べき（参考論文１：「まず与野党協議から」（改革者2010年11月））

２）現行制度の軽微な補修（低所得者への年金
上乗せ、国民年金の維持）では不十分

３） 過去・現在・未来の整合性：現行制度からの

移行を考えると選択肢は限られ、収斂する。（
安易な抜本改革論は空虚で無責任）

４）改革を放置すると、今後、有権者の高齢化に
より、政治的な負荷は上昇する。時間がない。

3



公的年金を巡る４つの神話

• 神話１： 現行制度は、空洞化が進んでいるので年
金財政は破綻する。（破綻している）

• →国民年金1号の保険料収入は1.7兆円（厚生年金保
険料収入は22兆円程度H21年）。財政への影響は軽微

• 基礎年金（20兆円給付）は厚生年金（16％の厚生年金
の保険料のうち4％が基礎年金のための保険料率）、共
済年金（職域年金部分を除く保険料の14％のうち3％が
基礎年金のための保険料率）、で支えている。

• 空洞化の主因は、非正規労働者の増加

• 空洞化のもたらす問題は、低所得高齢者の増加、高齢
の生活保護受給者の増加
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• 神話２： 高齢化によって年金財政を支えきれない

• →一定の経済成長（女性の就業率、高齢者の就業率

の上昇を前提）・デフレ経済からの脱却すると、マクロ
経済スライドで実質年金水準カットが行われるので、年
金給付額はGDP比で2010年9％が2050-70年11％の
ピークとなる。

• →しかし、2019年までに厚生年金は1割、2038年まで
に基礎年金の水準は3割低下する。

• 基礎年金水準の実質大幅低下をどうするか？
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• 神話３：高齢化社会では、積立方式（民営化）にす
れば対応できる。

• →積立方式にすれば、ただちに持続可能な年金になる
わけではない。

• 積立方式によって経済成長が加速することが前提であ
る。成長がなければ、積立方式でも、実質的な価値のあ
る年金は給付できない。

• 成長があれば、賦課方式の年金でも持続可能である。（
成長の要因は様々ある）

• 賦課方式から積立方式の移行は困難

• 積立方式独自の課題もある（金融市場変動に脆弱）
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• 神話４：自営業に所得比例年金は非常識

• →事実：先進国の自営業者向けの年金はほとんど所

得比例（事業収入から必要経費を控除）保険料方式で
、労使分を負担。（表１参照）

• 問題

• 厚生年金と一元化して、さらに最低保障年金と組み合
わせた時に、所得捕捉の問題から不公平感が発生す
る。

• 事業主負担分について、自営業（全体としては中小企
業も考慮）の経営に与える影響をどのように、産業・経
済政策として考慮するか？
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表1自営業者の年金保険料率規定

（単位：％、現地通貨）

国名
被用者 自営業者

合計 被用者本人分 合計 自営業者本人分

オーストリア 22.8 10.25 22.8 17.5（農業：15）

ベルギー(a) 37.94(16.36b) 13.07(7.5b) 19.65か14.16c 19.65か14.16
カナダ 9.9 4.95 9.9 9.9

チェコ 28 6.5 28 28

デンマーク 16+DKK2682 6+DKK894 1+DKK894 1+DKK894
フィンランド 21.4ｄ 4.6 21.4 21.4（農業：10.5）

フランス 23.95 9.65 23.05 23.05

ドイツ 19.5 9.75 19.5 19.5

ギリシャ 20 6.67 20 20

ハンガリー 26.5 8.5 26.5 26.5

アイスランド 15.64 4 15.64 15.64

イタリア 32.7 8.89 19 19

日本 13.58 6.79 ¥13,300/月 ¥13,300/月

韓国 9 4.5 9 9

ルクセンブルク 24 8 24 16
メキシコ 6.275 1.75 0 0

オランダ 28.05 19.15 27.95 27.95

スロバキア 26 7 26 26

スウェーデン 18.91 7 18.91 18.91

スイス 9.8＋14-36f 4.9+7-18 9.2 9.2

英国 年金保険料のみの抽出不能
米国 12.4 6.2 12.4 12.4

平均＊ 20.3 7.6 18.8 18.2

・出典：Choi, Jongkyun (2009)“Pension Schmes For the Self-Employed in OECD Cou
ntries” OECD Social, Employment and Migration Working Paper, No,84
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ラベルの問題：年金ラベルで「最低保障年金」。社会手当・福祉給
付ラベルで「最低保障手当」。税財源をどうつかうか？

類型（給付調整型）別比較
①最低保障給付型：低年金に加算給付（年金テスト）
→課題：年金一元化が達成されず、現行分立方式のままだと、主

に自営業者OBが受給。

②高額年金抑制型・クローバック方式：高額年金受給者には税財
源給付は支給せず。

→課題：年金一元化が達成されず、現行分立方式のままだと、厚
生年金OBのみカットになる。

→共有課題：所得比例年金一元化が未完成のままでの導入だと
、いずれにしても不公平が発生。

→一元化前提としない場合は、何らかの資産テスト（資力調査）が
必要

税財源による高齢者向け最低所得保障
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所得比例年金と最低所得保障の組み合わせ

• 給付時補助方式と拠出時補助（保険料補助）
方式の2つの考え方がある。

• ①給付時補助：平均標準報酬額（年金額）が一
定以上の人には最低保障給付を出さない。

• ②拠出時補助：低所得で所得比例年金保険料
（ゼロ保険料含む）に対して、税財源で保険料
補助を行い、最低保障年金を保証する（共通番
号や歳入庁により、免除や未納は存在しない）
。
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• 最終到着のイメージ（具体案）
• １．社会経済生産性本部案（２００５）、全労済研究会案
（２００９）

• 新型厚生年金と最低所得保障の組み合わせ

• 資料２：駒村編〔2009〕「年金を選択する」慶応義塾大
学出版会

• ２．民主党案との相違

• 資料３：駒村〔2008〕「理念は正しいが議論点も多い」
改革者

• ３．障害年金水準の充実も不可欠
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指向性のある年金制度改革
１）働き方に対して「中立」で影響を与えない一元化された
年金制度を2段階改革で目指す（大型リフォーム方式）

第１段階：民間正社員・公務員・非正社員・低所得者（免除）を含
んだ新厚生年金（9割一元化）

第２段階：番号・歳入庁が完成した上で、自営業者を含んだ一元
化

２）高齢者向け最低所得保障制度の確立：１）2段階目と
セットで行う。基礎年金の全額税方式化ではなく、最低
保障年金化（税財源）を目指す。２）税財源の最低所得
保障は世帯単位（一人7万円でも夫婦14万円ではな
い）

３）少子高齢化のコストを給付抑制・支給年齢引き上げで、
広く薄く吸収しつつ、抑制分を私的年金の拡充で補う。
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関連課題
１：社会保障・年金改革の進め方：与野党議員か
らなる法律に基づく常設の社会保障諮問会議

１）現世代国民各層のなかでの利害調整

２）将来世代の利害をどのように考慮するか

２：グローバル経済の下での社会保障

• セーフティネット・トランポリンの拡充が前提：そ
れがないと、グローバル化への抵抗・不安が高
まる。

３：年金改革は、年金制度「のみ」改革では限界（
成長戦略（教育・雇用）、社会保障全体改革）
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日本社会の３つの「大断層」の克服

１） セーフティネットの薄さ（失業者の2割しか受給

していない雇用保険・スプリングボード機能の欠
如）：景気刺激策（公共事業）への圧力

２）正規非正規の処遇格差：社会保険の空洞化、
格差・貧困問題

３）自営業の所得捕捉：社会保険制度分立

・参考：アメリカの大断層（サブプライムショックの原因）：IT化・グローバル化
が進む中で、「すべての人に質の高い教育を受ける機会が与えられてい
ないことから所得格差が拡大し、それが住宅ローン拡大の政治的圧力と
なった。その圧力は金融セクターのローンを歪める断層線を作り出した。」
（ラグラム・ラジャン「フォールト・ラインズ」p50、新潮社）
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6『改革者』 2010.11

日
本
の
年
金
改
革
議
論
は
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
化
し
て
い
る
。
重
要
な
の
は
与
野
党
協
議
の
場
作
り
だ
。

そ
こ
で
現
行
制
度
の
問
題
点
を
共
有
化
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上
で
理

想
の
年
金
像
を
め
ざ
し
、
現
行
制
度
の
大
型
リ
フ
ォ
ー
ム
を
着
実
に
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
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義
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大
学
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部
教
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ま
ず
は
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野
党
協
議
か
ら

ー
混
迷
す
る
年
金
改
革
の
進
め
方
ー

例
え
話
か
ら
は
じ
め
よ
う
。
新
し
い

「
レ
ス
ト
ラ
ン
」
が
開
店
し
よ
う
と
し

て
い
る
。「
前
の
オ
ー
ナ
ー
」
が
経
営
し

て
い
た
店
は
、
ド
イ
ツ
風
料
理
で
店
名

ビ
ス
マ
ル
ク

と
名
乗
っ
て
い
た
が
、

評
判
が
悪
く
閉
店
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

つ
ま
み
食
い
や
釣
り
銭
を
く
す
ね
る
レ
ジ

担
当
、
料
理
の
注
文
を
た
び
た
び
間
違

え
る
配
膳
、
注
文
担
当
の
「
店
員
」
が

い
た
。「
新
し
い
オ
ー
ナ
ー
」
は
、
店
を

そ
の
ま
ま
を
引
き
継
い
だ
。
い
わ
ゆ
る

居
抜
き

で
あ
る
。
調
理
器
具
も
そ

の
ま
ま
で
あ
る
。「
コ
ッ
ク
」
の
陣
容
も

変
わ
ら
な
い
。
さ
す
が
に
質
の
「
悪
い

店
員
」
は
解
雇
し
た
。
新
し
い
オ
ー
ナ

ー
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
料
理
を
だ
し
、
店

名

ノ
ル
デ
ィ
ッ
ク

で
開
店
し
た
い

と
考
え
て
い
る
。

た
だ
、
こ
れ
ま
で
「
常
連
客
」
と
の

約
束
が
あ
る
の
で
、
し
ば
ら
く
の
間
は

約
束
通
り
ド
イ
ツ
風
料
理
を
出
す
必
要

が
あ
る
。
新
規
オ
ー
プ
ン
で
は
「
料
金

体
系
」
も
変
更
す
る
。
前
の
店
は
、
長

い
間
、
お
任
せ
料
理
・
後
払
い
・
時
価

方
式
だ
っ
た
が
、
そ
れ
で
は
い
く
ら
に

な
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
客
の
不
満
を

受
け
て
、
閉
店
間
際
の
二
〇
〇
四
年
に

後
払
い
・
定
価
方
式
に
し
た
。
新
し
い

店
で
は
先
払
い
・
定
価
方
式
に
し
、
明

朗
会
計
を
売
り
に
す
る
。
た
だ
、
店
の

開
店
に
あ
た
っ
て
条
件
が
課
せ
ら
れ
て
い

る
。
前
の
オ
ー
ナ
ー
を
含
め
た
「
試
食

会
」
で

合
格

が
で
な
い
と
、「
一
般

客
」
に
料
理
は
出
せ
な
い
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
厨
房
も
問
題
を
抱
え
て
い
る
。

コ
ッ
ク
に
と
っ
て
は
、
新
し
い
オ
ー
ナ
ー

の
要
望
の
通
り
レ
シ
ピ
を
つ
く
る
こ
と
は

さ
ほ
ど
難
し
く
な
い
。
た
だ
し
、
オ
ー

ナ
ー
の
「
要
望
」
を
明
確
に
し
て
も
ら

う
必
要
が
あ
る
。
栄
養
面
や
食
材
の
相

性
も
あ
る
。
客
の
好
み
も
あ
る
。
さ
ら

に
、
オ
ー
ナ
ー
が
想
定
し
て
い
る
料
金

で
は
、
明
ら
か
に
「
食
材
」
が
不
足
す

る
。
注
文
通
り
の
分
量
の
料
理
が
用
意

で
き
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
別
の
料
理

に
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
か
も

し
れ
な
い
。
分
量
を
補
う
た
め
に
は
追

加
料
金
を
必
要
と
す
る
「
オ
プ
シ
ョ
ン

料
理
」
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

よ
り
困
っ
て
い
る
の
は
、
新
し
い
料

理
に
必
要
な
「
新
し
い
調
理
機
器
」
が

な
い
点
で
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
課
題
も
あ

る
が
、
最
も
深
刻
な
の
は
「
試
食
会
」

の
開
催
そ
の
も
の
が
危
う
い
。
と
い
う

の
も
前
の
オ
ー
ナ
ー
が
「
試
食
会
」
へ

の
参
加
を
渋
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
さ

ら
に
試
食
会
に
参
加
し
て
も
、

こ
れ

は
ま
ず
い

と
宣
伝
さ
れ
て
も
困
る
。
こ

れ
で
は
、
予
定
通
り
の
平
成
二
十
五
年

の
新
装
開
店
に
は
間
に
合
わ
な
い
。

新
装
オ
ー
プ
ン
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こ
の
例
え
話
の
「
」
を
次
の
よ
う
に

入
れ
替
え
る
と
年
金
制
度
の
話
に
な
る
。

レ
ス
ト
ラ
ン
＝
年
金
制
度
、
前
の
オ
ー

ナ
ー
＝
自
公
政
権
、
店
員
＝
社
会
保
険

庁
、
新
し
い
オ
ー
ナ
ー
＝
民
主
党
政
権
、

コ
ッ
ク
＝
厚
生
労
働
省
年
金
局
、
常
連

客
＝
年
金
受
給
者
、
価
格
体
系
＝
保
険

料
、
一
般
客
＝
国
民
、
レ
シ
ピ
＝
新
年

金
法
案
、
要
望
＝
民
主
党
マ
ニ
フ
ェ
ス

ト
、
試
食
会
＝
与
野
党
協
議
、
食
材
＝

保
険
料
を
支
払
う
労
働
者
や
経
済
成
長
、

オ
プ
シ
ョ
ン
料
理
＝
私
的
年
金
、
新
し

い
調
理
機
器
＝
歳
入
庁
と
税
・
社
会
保

障
共
通
番
号
。
こ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
の
新

装
オ
ー
プ
ン
の
悩
み
が
年
金
改
革
の
状

況
で
あ
る
。

上
記
の
例
え
話
の
う
ち
、
オ
ー
ナ
ー

の
要
望
＝
民
主
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
よ

る
年
金
改
革
を
よ
り
細
か
く
解
説
し
た

も
の
は
、
昨
年
九
月
の
本
誌
で
す
で
に

論
考
を
公
に
し
て
い
る
（
拙
著
『
理
念

は
正
し
い
が
議
論
点
も
多
い
』）
の
で
そ

ち
ら
を
見
て
も
ら
い
た
い
。
今
回
は
年

金
改
革
の
進
め
方
に
焦
点
を
あ
て
よ
う
。

他
の
国
で
は
年
金
改
革
は
ど
の
よ
う
に

が
あ
る
。
わ
か
り
や
す
い
ほ
ど
政
治
的

な
反
発
が
強
ま
る
の
で
、
各
国
と
も

様
々
な
わ
か
り
に
く
い
手
法
を
開
発
し

て
い
く
。
い
わ
ゆ
る
「
不
透
明
化
戦
略
」

と
呼
ば
れ
る
手
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
不

透
明
化
戦
略
に
よ
っ
て
、
年
金
制
度
が

複
雑
に
な
り
、
か
え
っ
て
年
金
へ
の
不

安
を
高
め
た
。
そ
し
て
、
政
治
が
大
き

な
改
革
の
責
任
を
回
避
す
る
た
め
に
、

改
革
が
遅
れ
、
年
金
の
引
き
下
げ
を
い

や
が
る
高
齢
有
権
者
の
増
加
、
す
な
わ

ち
政
治
の
高
齢
化
が
進
み
、
年
金
改
革

は
ま
す
ま
す
難
し
く
な
っ
て
い
く
。

こ
う
し
た
な
か
、
抜
本
改
革
を
行
っ

て
注
目
さ
れ
た
国
が
あ
る
。
民
主
党
が

手
本
に
し
た
一
九
九
九
年
の
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
で
あ
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
年
金

改
革
は
、
概
念
上
の
拠
出
建
て
年
金

（
＝
個
人
勘
定
、
賦
課
方
式
の
ま
ま
で
支

払
っ
た
保
険
料
に
応
じ
て
年
金
額
が
決

ま
る
方
式
で
Ｎ
Ｄ
Ｃ
と
呼
ば
れ
る
）、
最

低
保
証
年
金
の
導
入
、
経
済
変
動
が
発

生
し
た
場
合
に
す
べ
て
の
世
代
で
そ
の
コ

ス
ト
を
自
動
的
に
吸
収
し
、
年
金
財
政

を
安
定
化
さ
せ
る
自
動
調
整
メ
カ
ニ
ズ

ム
の
導
入
、
完
全
積
立
方
式
の
上
乗
せ

個
人
年
金
の
導
入
な
ど
が
注
目
さ
れ
る

が
、
よ
り
重
要
な
の
は
年
金
改
革
の
政

治
的
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。

改
革
は
、
九
一
年
の
社
会
民
主
党
が

一
九
三
〇
年
代
以
来
維
持
し
て
き
た
政

権
を
失
い
、
保
守
党
を
中
心
と
し
た
連

立
政
権
が
発
足
す
る
と
い
う
歴
史
的
な

政
権
交
代
直
後
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
。
与

野
党
七
党
の
議
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

た
年
金
改
革
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
進

め
方
は
伝
統
的
な
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
政
府

委
員
会
の
そ
れ
と
か
な
り
違
う
も
の
と
な

っ
た
。
通
常
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
委

員
会
は
公
開
さ
れ
、
労
働
組
合
な
ど
の

利
害
関
係
者
の
代
表
を
参
加
さ
せ
る
。

し
か
し
、
こ
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

は
、
利
害
関
係
者
は
参
加
さ
せ
ず
、
各

党
か
ら
選
ば
れ
た
メ
ン
バ
ー
は
、
党
の

上
位
の
幹
部
で
大
き
な
権
限
を
委
任
さ

れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
会
合
で
は
、
何

ら
か
の
合
意
を
必
ず
し
、
確
定
し
た
合

意
事
項
は
一
方
的
に
破
棄
し
な
い
と
し
、

議
事
も
非
公
開
で
、
合
意
後
に
議
事
録

や
資
料
を
公
開
す
る
と
い
う
手
法
を
と

っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
年
金
制
度
は

長
期
に
安
定
し
た
仕
組
み
に
す
る
必
要

が
あ
り
、
短
期
的
な
利
害
調
整
や
年
金

改
革
の
議
論
を
政
治
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
に
使
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う

共
通
認
識
が
あ
っ
た
。
こ
の
進
め
方
に

つ
い
て
は
、
最
大
の
労
働
組
合
Ｌ
Ｏ

（
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
労
働
総
同
盟
）
は
沈
黙

す
す
め
た
の
だ
ろ
う
か
。

第
二
次
世
界
大
戦
に
巻
き
込
ま
れ
た

多
く
の
国
で
は
、
平
和
の
訪
れ
と
と
も

に
よ
う
や
く
家
族
を
持
て
る
よ
う
に
な

り
、
戦
後
、
ま
も
な
く
の
期
間
、
集
中

的
に
出
生
数
が
上
昇
し
た
。
い
わ
ゆ
る

ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

子
ど
も
達
が
二
〇
一
〇
年
前
後
に
は
一

斉
に
年
金
受
給
者
に
な
る
。
戦
後
、
年

金
を
充
実
し
て
い
っ
た
福
祉
国
家
に
と

っ
て
、
こ
の
負
担
が
膨
大
に
な
る
こ
と

が
わ
か
っ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
各
国

と
も
に
、
ベ
ビ
ー
ブ
ー
マ
ー
が
本
格
的

に
年
金
受
給
す
る
前
に
年
金
額
を
引
き

下
げ
て
お
く
必
要
が
出
て
き
た
。
し
か

し
、
政
権
与
党
に
と
っ
て
は
、
年
金
の

引
き
下
げ
は
政
治
的
に
は
大
き
な
リ
ス

ク
を
伴
う
。
選
挙
で
年
金
を
引
き
下
げ

た
政
府
・
政
党
と
い
う
非
難
を
い
か
に

回
避
す
る
か
「
非
難
回
避
」
が
重
要
に

な
る
。

年
金
の
引
き
下
げ
方
法
は
、
支
給
開

始
年
齢
の
引
き
上
げ
、
年
金
計
算
式
の

変
更
（
例
え
ば
、
満
額
の
年
金
に
必
要

な
加
入
期
間
を
よ
り
長
く
す
る
）、
物
価

上
昇
や
賃
金
上
昇
を
年
金
額
に
ど
の
よ

う
に
反
映
さ
せ
る
か
と
い
う
ス
ラ
イ
ド
方

式
の
変
更
（
例
え
ば
、
物
価
が
上
昇
し

て
も
年
金
は
据
え
置
く
）
な
ど
の
方
法

主 張

年
金
改
革
を
ど
の
よ
う
に
進
め

る
か
―
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
経
験
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議
論
が
局
所
的
で
あ
っ
た
り
、
誘
導
的

で
あ
っ
た
り
す
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
九
〇
年
代
以
降
、

多
く
の
先
進
諸
国
に
お
い
て
も
、
年
金

改
革
行
わ
れ
た
が
、
そ
こ
で
共
通
の
課

題
に
な
っ
た
の
は
次
の
三
つ
点
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
①
年
金
制
度
の
財
政
的
、

政
治
的
、
経
済
的
持
続
可
能
性
の
維
持
、

②
低
所
得
の
高
齢
者
の
保
護
、
③
雇
用

形
態
を
問
わ
ず
広
く
労
働
者
を
カ
バ
ー

す
る
こ
と
で
あ
り
、
日
本
に
お
い
て
も

課
題
は
同
様
で
あ
る
。

①
の
財
政
の
持
続
可
能
性
つ
い
て
で

あ
る
が
、
先
進
国
の
年
金
同
様
に
日
本

の
年
金
制
度
も
賦
課
方
式
と
い
う
世
代

間
送
り
方
式
で
あ
り
、
人
口
高
齢
化
は

年
金
財
政
の
持
続
可
能
性
を
損
な
う
。

少
子
化
高
齢
化
・
人
口
減
少
が
諸
外
国

よ
り
も
は
る
か
に
深
刻
な
日
本
に
と
っ
て

は
、
も
っ
と
も
優
先
順
位
の
高
い
問
題

で
あ
る
。

②
の
低
所
得
高
齢
者
へ
の
所
得
保
障

の
拡
充
で
あ
る
が
、
高
齢
化
に
と
も
な

い
低
年
金
、
無
年
金
の
高
齢
者
数
が
増

加
し
、
そ
の
一
部
が
生
活
保
護
制
度
に

流
入
し
つ
つ
あ
る
。
生
活
保
護
制
度
の

被
保
護
世
帯
の
五
割
近
く
が
高
齢
者
世

帯
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
多
く
が
無
年

金
か
極
め
て
年
金
額
が
少
な
い
。
高
齢

て
早
く
年
金
改
革
を
実
現
し
、
九
月
の

選
挙
の
争
点
か
ら
年
金
改
革
を
外
そ
う

と
し
た
。
そ
の
た
め
、
春
に
は
年
金
改

革
が
成
立
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
。
結

局
、
六
月
に
議
会
が
了
承
し
、
き
わ
ど

い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
年
金
改
革
の
基
本
部

分
が
成
立
し
た
。

一
九
九
四
年
九
月
の
選
挙
は
、
社
会

民
主
党
が
政
権
を
取
り
戻
し
、
さ
ら
な

る
細
部
の
調
整
に
入
っ
た
が
、
Ｌ
Ｏ
の
反

発
や
社
会
民
主
党
の
内
紛
が
続
い
た
。
社

会
民
主
党
執
行
部
は
そ
う
し
た
圧
力
に

耐
え
、
九
八
年
九
月
の
選
挙
に
も
勝
ち
、

九
九
年
に
改
革
を
完
成
さ
せ
た
。

（1）
何
が
問
題
か

以
上
見
た
よ
う
に
、
ま
ず
重
要
な
の

が
与
野
党
協
議
の
場
作
り
、
そ
し
て
協

議
の
ル
ー
ル
作
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
改

革
案
の
検
討
に
入
る
前
に
、
ま
ず
、
現

行
制
度
の
何
が
問
題
な
の
か
と
い
う
課

題
の
共
有
で
あ
る
。
日
本
で
は
現
行
制

度
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

論
者
、
団
体
が
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
が
、
か
な
ら
ず
し
も
ポ
イ
ン

ト
が
整
理
・
共
有
化
さ
れ
て
い
な
い
。

り
替
え
期
に
、
若
い
世
代
が
高
齢
者
に

年
金
を
支
払
い
な
が
ら
自
分
の
老
後
の

準
備
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
と
い

う
二
重
の
負
担
を
克
服
で
き
な
い
た
め
、

初
期
に
選
択
肢
か
ら
消
滅
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
全
額
税
方
式
の
基
礎
年
金
も
財

政
支
出
が
か
か
る
の
で
、
低
年
金
受
給

者
に
集
中
す
る
最
低
保
証
年
金
に
切
り

替
わ
っ
た
。
次
に
、
年
金
の
計
算
方
式
、

経
済
変
動
へ
の
対
応
方
法
、
企
業
負
担
、

上
乗
せ
の
個
人
年
金
を
巡
る
激
論
が
交

わ
さ
れ
、
よ
う
や
く
一
九
九
四
年
二
月

に
最
終
報
告
書
が
公
表
さ
れ
、
年
金
改

革
案
の
全
貌
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

こ
の
報
告
書
は
た
だ
ち
に
年
金
受
給

者
団
体
、
経
営
者
団
体
、
ブ
ル
ー
カ
ラ

ー
や
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
労
働
組
合
な
ど

か
ら
批
判
さ
れ
た
。
Ｌ
Ｏ
内
で
も
、
給

付
水
準
が
不
利
に
な
る
、
企
業
へ
の
妥

協
が
大
き
す
ぎ
る
、
な
ど
、
最
終
報
告

案
へ
の
批
判
が
高
ま
っ
た
。
最
大
野
党

の
社
会
民
主
党
内
で
最
終
報
告
書
の
改

革
案
を
巡
り
激
し
い
対
立
が
発
生
し
、

年
金
改
革
の
成
立
が
危
ぶ
ま
れ
た
。
一

方
、
五
党
に
と
っ
て
、
最
終
報
告
書
案

が
春
ま
で
に
国
会
を
通
過
す
る
必
要
が

あ
っ
た
。
次
の
総
選
挙
は
一
九
九
四
年

九
月
に
予
定
さ
れ
て
お
り
、
五
党
は
年

金
改
革
の
非
難
を
分
か
ち
合
い
、
そ
し

し
た
が
、
左
右
二
党
（
左
翼
党
と
新
民

主
党
）
は
、
性
急
す
ぎ
る
あ
る
い
は
反

民
主
的
で
あ
る
と
反
対
し
離
脱
し
、
最

終
的
に
は
他
五
党
が
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー

プ
に
留
ま
っ
た
。

改
革
以
前
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
年
金

制
度
は
、
年
金
計
算
対
象
期
間
三
〇
年

の
う
ち
も
っ
と
も
高
い
一
五
年
間
の
賃

金
に
基
づ
い
て
年
金
が
計
算
さ
れ
る

（「
三
〇
年
分
の
一
五
年
ル
ー
ル
」）
こ
と

に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
給
付
と

負
担
の
関
係
が
明
確
で
は
な
く
、
賃
金

が
生
涯
の
な
か
で
変
化
す
る
ホ
ワ
イ
ト
カ

ラ
ー
に
と
っ
て
は
有
利
で
あ
る
が
、
あ

ま
り
賃
金
が
変
化
し
な
い
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー

に
と
っ
て
は
不
利
で
あ
り
、
こ
の
方
式

で
は
、
経
済
の
変
動
や
高
齢
化
に
た
い

し
て
財
政
が
脆
弱
で
あ
る
こ
と
が
問
題

に
な
っ
た
。
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
一

九
九
二
年
の
報
告
で
、
現
行
制
度
の
問

題
点
の
共
有
化
が
行
わ
れ
、
こ
の
「
三

〇
分
の
一
五
年
ル
ー
ル
」
の
解
消
が
合

意
さ
れ
、
そ
の
後
に
具
体
的
な
改
革
を

検
討
す
る
段
階
に
入
っ
た
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
年
金
も
他
の
先
進
国

同
様
に
世
代
送
り
方
式
＝
賦
課
方
式
で

あ
る
が
、
高
齢
化
に
は
不
安
定
と
指
摘

さ
れ
た
め
、
全
面
的
な
積
立
方
式
へ
の

切
り
替
え
も
検
討
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
切

8

現
行
制
度
の
何
が
問
題
な
の

か
？

い
っ
た
配
偶
関
係
と
配
偶
者
以
外
の
家

族
、
親
や
子
ど
も
と
の
同
居
関
係
の
影

響
を
受
け
る
が
、
今
後
の
単
身
世
帯
の

増
加
要
因
は
未
婚
化
で
あ
る
。
二
〇
三

〇
年
に
は
六
〇
代
の
男
性
単
身
者
の
増

加
が
著
し
い
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
現

在
の
低
賃
金
で
結
婚
で
き
な
い
二
〇
〜

三
〇
歳
代
の
非
正
規
労
働
者
で
あ
る
。

今
後
、
二
〇
年
単
位
で
み
る
と
、
低
所

得
で
家
族
も
い
な
い
高
齢
単
身
者
が
急

増
す
る
こ
と
に
な
り
、
今
以
上
に
高
齢

者
に
対
す
る
最
低
所
得
保
障
の
重
要
性

が
高
ま
る
。

③
の
公
的
年
金
の
対
象
に
な
る
労
働

者
を
広
げ
る
と
い
う
点
も
、
国
民
年
金

の
空
洞
化
が
進
む
日
本
に
と
っ
て
は
重

要
な
課
題
で
あ
る
。
現
在
、
国
民
年
金

「
１
号
」
被
保
険
者
（
主
に
自
営
業
や
非

正
規
労
働
者
・
失
業
者
な
ど
）
の
未
納

者
が
増
加
し
、
未
納
率
は
四
〇
％
程
度

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
、

年
金
財
政
が
破
綻
す
る
と
い
う
心
配
の

声
も
あ
る
が
、
国
民
年
金
の
加
入
者
は

１
号
被
保
険
者，

２
号
被
保
険
者
（
正

社
員
や
公
務
員
），

３
号
被
保
険
者
（
２

号
の
配
偶
者
）
の
三
種
類
あ
り
、
２
号

と
３
号
の
年
金
保
険
料
分
は
ほ
ぼ
完
全

に
支
払
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
国

民
年
金
加
入
者
全
体
に
占
め
る
未
納
率

は
五
％
程
度
で
あ
る
。
国
民
年
金
１
号

被
保
険
者
の
空
洞
化
に
よ
っ
て
年
金
財

政
が
破
綻
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
ち

ろ
ん
財
政
的
な
影
響
は
あ
る
。
未
納
者

な
ど
の
存
在
に
よ
り
、
納
付
者
の
保
険

料
は
一
五
％
ポ
イ
ン
ト
ほ
ど
上
昇
し
て

い
る
。
一
層
重
要
な
の
は
未
納
に
よ
り
、

将
来
の
低
年
金
者
、
無
年
金
者
が
増
加

す
る
点
で
あ
る
。

国
民
年
金
１
号
の
未
納
者
は
九
〇
年

代
半
ば
か
ら
急
増
し
た
。
な
ぜ
九
〇
年

代
に
未
納
者
が
増
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

旧
社
会
保
険
庁
が
い
い
加
減
だ
っ
た
と

か
、
年
金
不
信
な
ど
の
理
由
を
あ
げ
る

見
方
も
あ
る
が
、
実
は
あ
ま
り
根
拠
は

な
い
。
決
定
的
な
理
由
は
ほ
か
に
あ
る
。

未
納
者
の
増
加
の
決
定
的
な
原
因
は
、

九
〇
年
代
半
ば
か
ら
の
企
業
が
進
め
た

正
規
労
働
者
の
減
少
と
非
正
規
労
働
者

の
増
加
が
あ
る
。
実
は
、
国
民
年
金
１

号
被
保
険
者
の
未
納
者
が
増
え
た
よ
う

に
、
国
民
健
康
保
険
の
未
納
化
も
進
み
、

未
納
率
が
二
〇
％
に
達
し
て
い
る
。
国

民
年
金
の
空
洞
化
と
国
民
健
康
保
険
の

未
納
率
の
上
昇
は
共
通
要
因
が
あ
る
。

そ
れ
は
非
正
規
労
働
者
の
増
加
で
あ
る
。

正
規
労
働
者
は
厚
生
年
金
（
国
民
年
金

２
号
被
保
険
者
）
や
健
康
保
険
に
加
入

し
、
保
険
料
は
給
与
か
ら
天
引
き
さ
れ

る
。
保
険
料
は
賃
金
に
比
例
し
、
労
使

で
折
半
す
る
。
一
方
、
非
正
規
労
働
者

は
厚
生
年
金
や
健
康
保
険
に
カ
バ
ー
さ

れ
ず
、
事
実
上
の
自
主
納
付
の
国
民
年

金
や
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
こ
と

に
な
る
。
企
業
負
担
分
も
な
く
、
定
額

負
担
で
あ
り
、
未
納
者
の
増
加
に
つ
な

が
っ
た
。

諸
外
国
で
も
非
正
規
労
働
者
の
増
加

に
よ
っ
て
、
実
質
的
な
年
金
の
空
洞
化

が
拡
大
し
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
対
し

て
、
諸
外
国
の
政
府
は
、
非
正
規
労
働

者
へ
の
被
用
者
年
金
の
適
用
拡
大
で
対

応
し
、
問
題
を
克
服
し
た
。
一
方
、
日

本
で
は
、
こ
う
し
た
対
応
が
ほ
と
ん
ど

行
わ
れ
な
か
っ
た
。
社
会
保
険
料
の
企

業
負
担
に
つ
い
て
心
配
す
る
声
も
あ
る

が
、
日
本
は
先
進
国
の
中
で
、
社
会
保

険
の
企
業
負
担
は
最
も
低
い
水
準
で
あ

る
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
く
。

（2）
政
府
・
民
主
党
の
七
原
則
の
評
価

い
ま
だ
与
野
党
協
議
開
始
の
目
途
は

つ
か
な
い
が
、
政
府
・
民
主
党
は
二
〇

一
〇
年
六
月
二
十
五
日
に
年
金
改
革
に

関
し
、
①
年
金
一
元
化
の
原
則
、
②
最

低
保
障
の
原
則
、
③
負
担
と
給
付
の
明

確
化
の
原
則
、
④
持
続
可
能
の
原
則
、

⑤
年
金
記
録
の
確
実
な
管
理
、
⑥
保
険

料
の
確
実
な
徴
収
、
⑦
党
派
を
超
え
た

主 張

9

者
世
帯
の
中
で
生
活
保
護
を
受
け
て
い

る
世
帯
の
割
合
は
、
長
期
的
に
は
年
金

の
成
熟
化
と
と
も
に
低
下
傾
向
に
あ
っ

た
が
、
九
〇
年
代
後
半
を
境
に
こ
の
傾

向
に
変
化
が
お
き
、
逆
に
現
在
で
は
上

昇
し
て
き
て
い
る
。
今
後
、
高
齢
者
数

の
増
加
も
考
慮
す
れ
ば
、
貧
困
高
齢
者

お
よ
び
高
齢
者
生
活
保
護
被
保
護
世
帯

数
は
一
層
増
加
し
続
け
る
可
能
性
が
高

い
。さ

ら
に
、
今
後
は
、
よ
り
深
刻
な
状

態
が
予
測
さ
れ
る
。
そ
れ
は
世
帯
類
型

の
変
化
で
あ
る
。
国
立
社
会
保
障
・
人

口
問
題
研
究
所
の
予
測
で
は
、
一
九
八

五
年
に
は
二
〇
％
だ
っ
た
単
身
世
帯
は
、

二
〇
〇
五
年
で
約
三
〇
％
と
な
り
、
二

〇
三
〇
年
に
は
約
三
七
％
ま
で
増
加
し
、

単
身
世
帯
が
も
っ
と
も
多
い
世
帯
類
型

に
な
る
。
単
身
世
帯
に
な
る
か
ど
う
か

は
、
未
婚
・
死
別
・
離
別
・
有
配
偶
と

こまむら・こうへい―■
1964年生まれ。駿河台大学経済学部

助教授、東洋大学経済学部助教授、

教授を経て2007年4月より現職。著

書に『労働経済学の新展開』（共著、

2009年慶應義塾大学出版会）、『年金

を選択する』（2009年慶應義塾大学

出版会）、『希望の社会保障改革』（共

著、2009年旬報社）、『大貧困社会』

（2009年角川SSC）など多数。
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10

国
民
的
議
論
、
か
ら
な
る
七
つ
の
基
本

的
な
考
え
方
を
提
示
し
た
。
①
は
職
業

に
か
か
わ
ら
ず
す
べ
て
に
国
民
が
同
じ
年

金
に
加
入
す
る
こ
と
、
②
は
税
を
財
源

に
し
た
最
低
保
障
部
分
を
持
つ
こ
と
、

③
は
給
付
と
負
担
が
わ
か
り
や
す
く
対

応
す
る
こ
と
、
④
は
制
度
が
高
齢
化
を

乗
り
越
え
今
後
も
持
続
す
る
こ
と
、
⑤

消
え
た
年
金
と
い
っ
た
問
題
の
再
発
を

防
止
す
る
こ
と
、
⑥
は
未
納
を
防
止
し
、

確
実
に
保
険
料
を
徴
収
す
る
仕
組
み
を

作
る
こ
と
、
⑦
与
野
党
協
議
、
国
民
を

巻
き
込
ん
だ
議
論
を
進
め
る
こ
と
な
ど
で

あ
る
。
①
か
ら
④
は
年
金
制
度
の
給
付

設
計
や
財
政
、
⑤
、
⑥
は
運
営
組
織
に

つ
い
て
、
⑦
は
進
め
方
に
言
及
し
た
も

の
と
整
理
で
き
る
。

こ
の
七
つ
の
基
本
原
則
は
、
お
お
む

ね
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
民
主
党
の

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
よ
り
も
抽
象
的
で
あ
り
、

わ
か
り
に
く
く
な
っ
た
と
い
う
批
判
も
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
批
判
は
間
違
い
で

あ
る
。
む
し
ろ
、
与
野
党
協
議
に
向
け

て
ハ
ー
ド
ル
を
下
げ
た
と
評
価
す
べ
き
で

あ
る
。
さ
ら
に
言
う
と
、
与
野
党
協
議

が
始
ま
れ
ば
、
政
府
・
民
主
党
は
こ
の

七
原
則
の
議
論
に
す
ら
固
執
す
べ
き
で

は
な
く
、
（1）
で
述
べ
た
よ
う
に
現
行
制

度
の
何
が
問
題
な
の
か
、
問
題
意
識
の

共
有
か
ら
議
論
を
ス
タ
ー
ト
す
べ
き
で
あ

る
。日

本
の
年
金
改
革
を
見
る
と
、
基
礎

年
金
の
全
額
税
方
式
化
や
厚
生
年
金
の

完
全
民
営
化
な
ど
、
お
よ
そ
他
の
先
進

国
で
は
議
論
に
な
ら
な
い
よ
う
な
実
現
性

の
な
い
議
論
が
横
行
し
て
い
る
。
世
界

の
潮
流
か
ら
完
全
に
取
り
残
さ
れ
、
年

金
改
革
議
論
が
「
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
化
」
し

て
い
る
。

先
進
国
の
年
金
改
革
の
大
き
な
流
れ

を
紹
介
し
よ
う
。
年
金
の
仕
組
み
に
は
、

ビ
ス
マ
ル
ク
タ
イ
プ
、
ベ
ヴ
ァ
レ
ッ
ジ
タ

イ
プ
、
そ
し
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
フ
ィ
ン

ラ
ン
ド
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
が
採
用
し
て
い

る
ノ
ル
デ
ィ
ッ
ク
タ
イ
プ
が
あ
る
。
ビ
ス

マ
ル
ク
タ
イ
プ
は
、
職
業
別
の
所
得
比

例
年
金
の
仕
組
み
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
、

イ
タ
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
、
米
国
そ
し
て

日
本
な
ど
の
国
が
採
用
し
て
い
る
。

ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
タ
イ
プ
の
基
本
は
税
方

式
の
基
礎
年
金
の
み
の
仕
組
み
の
国
で

あ
り
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
や
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
で
あ
る
が
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し

て
「
小
さ
な
」
所
得
比
例
年
金
や
私
的

年
金
を
上
乗
せ
し
て
い
る
タ
イ
プ
も
あ

り
、
英
国
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
カ
ナ
ダ
が

こ
れ
で
あ
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
フ
ィ
ン

ラ
ン
ド
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
と
い
っ
た
国
は
、

か
つ
て
は
ビ
ス
マ
ル
ク
型
と
ベ
ヴ
ァ
レ
ッ

ジ
型
の
折
衷
型
の
よ
う
な
性
格
で
あ
っ

た
が
、
現
在
で
は
、
職
業
別
の
所
得
比

例
年
金
を
「
一
つ
の
制
度
へ
集
約
（
一

元
化
）」
を
進
め
、
低
年
金
受
給
者
に
限

定
し
た
最
低
保
証
年
金
を
導
入
し
、
新

型
タ
イ
プ
＝
ノ
ル
デ
ィ
ッ
ク
タ
イ
プ
を
確

立
し
つ
つ
あ
る
。
一
方
、
ビ
ス
マ
ル
ク

タ
イ
プ
に
も
変
化
が
生
ま
れ
て
い
る
。
高

齢
化
が
進
む
な
か
で
所
得
比
例
年
金
の

給
付
を
引
き
下
げ
る
必
要
が
出
て
き
て

お
り
、
そ
れ
を
補
う
た
め
の
私
的
年
金

の
導
入
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
加
え
て

低
所
得
高
齢
者
に
対
し
て
も
、
高
齢
者

向
け
社
会
扶
助
（
生
活
保
護
に
相
当
）

を
用
意
し
、
低
所
得
者
保
護
を
強
化
し

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
か
つ
て
様
々
な
年
金

タ
イ
プ
が
あ
っ
た
が
、
九
〇
年
代
以
降

の
各
国
の
改
革
に
よ
っ
て
所
得
比
例
年

金
と
最
低
所
得
保
障
部
分
に
私
的
年
金

が
乗
る
と
い
う
形
に
収

し
ゅ
う

斂れ
ん

し
つ
つ
あ
り
、

民
主
党
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
案
は
こ
れ
に
近

い
も
の
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
日
本
の
年
金
制
度
の
三

つ
の
課
題
を
克
服
す
る
こ
と
、
①
寿
命

の
長
期
化
と
少
子
化
に
あ
わ
せ
て
、
給

付
水
準
を
抑
制
す
る
、
②
高
齢
者
向
け

最
低
所
得
保
障
制
度
を
導
入
す
る
、
③

厚
生
年
金
を
非
正
規
労
働
者
に
適
用
す

る
、
こ
れ
ら
の
改
革
を
行
う
と
現
行
制

度
は
民
主
党
案
＝
世
界
標
準
モ
デ
ル
に

接
近
す
る
こ
と
に
な
る
。
問
題
は
改
革

の
プ
ロ
セ
ス
を
ど
う
す
る
か
。
現
行
年

金
制
度
の
廃
止
と
新
年
金
制
度
の
導
入

と
い
う
「
完
全
建
て
替
え
方
式
」
か
、

現
行
年
金
制
度
の
問
題
点
の
解
決
を
行

う
「
連
続
大
型
リ
フ
ォ
ー
ム
方
式
」
か
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
よ
う
な
小
国
で
は
と

も
か
く
、
人
口
一
億
人
規
模
の
国
で
の

年
金
抜
本
改
革
（
＝
全
面
建
て
替
え
方

式
）
は
こ
れ
ま
で
例
が
な
い
。
立
て
替

え
方
式
を
と
る
と
世
界
最
大
級
の
改
革

に
な
り
、
政
治
的
な
負
荷
や
制
度
切
り

替
え
の
コ
ス
ト
が
大
き
す
ぎ
る
。
そ
も

そ
も
一
元
化
さ
れ
た
所
得
比
例
年
金
の

保
険
料
を
徴
収
す
る
の
に
必
要
不
可
欠

な
歳
入
庁
す
ら
な
い
。
政
治
家
が
ぐ
ず

ぐ
ず
し
て
い
る
と
、
有
権
者
の
高
齢
化

が
進
み
改
革
そ
の
も
の
が
で
き
な
く
な

り
、
年
金
の
崩
壊
を
待
つ
し
か
な
く
な

る
。
理
想
型
に
向
け
た
着
実
な
大
型
リ

フ
ォ
ー
ム
の
連
続
こ
そ
が
現
実
的
な
年

金
改
革
へ
の
道
筋
で
あ
ろ
う
。

ガ
ラ
パ
ゴ
ス
化
す
る
日
本
の

年
金
改
革
の
議
論
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理
念
は
正
し
い
が
議
論
点
も
多
い

―
民
主
党
が
示
し
た
年
金
制
度
改
革
と
そ
の
課
題
―

駒村 康平
慶應義塾大学経済学部教授　

八
月
三
十
日
の
衆
議
院
総
選
挙
の
一
つ
の
重
要
な
政
策
テ
ー
マ
は
年
金
改
革
で
あ
っ
た
。
与
党
案
は
現
行
制
度

の
一
部
手
直
し
で
あ
る
が
、
民
主
党
は
大
幅
な
制
度
改
革
を
提
示
し
て
い
る
。
現
行
年
金
制
度
の
問
題
点
を
整
理

し
、
あ
わ
せ
て
民
主
党
案
の
諸
課
題
を
検
証
す
る
。

42『改革者』 2009.9

（1）
何
が
問
題
か
、
諸
外
国
の
経
験

現
行
年
金
制
度
の
問
題
点
は
さ
ま
ざ

ま
な
論
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
ら
は
か
な
ら
ず
し
も
ポ
イ
ン
ト

が
整
理
・
共
有
化
さ
れ
て
い
な
い
。

多
く
の
先
進
諸
国
に
お
い
て
も
、
九

〇
年
代
に
年
金
改
革
が
行
わ
れ
、
そ
こ

で
行
わ
れ
た
改
革
に
は
、
い
く
つ
か
の

共
通
点
が
あ
る
。
図
１
は
、
年
金
改
革

を
行
っ
た
国
の
専
門
家
三
〇
人
に
対
し
、

世
界
銀
行
が
年
金
改
革
で
ど
の
よ
う
な

点
を
重
視
し
た
か
ア
ン
ケ
ー
ト
し
た
結
果

で
あ
る
。
ア
ン
ケ
ー
ト
は
重
視

し
た
項
目
に
ウ
ェ
イ
ト
を
置
く
回

答
を
求
め
て
い
る
が
、
上
位
に

来
た
項
目
は
①
年
金
財
政
の
持

続
可
能
性
の
維
持
　
②
低
所
得

の
高
齢
者
の
保
護
　
③
な
る
べ

く
広
範
に
労
働
者
を
カ
バ
ー
す

る
こ
と
が
上
位
に
き
て
い
る
。
同

様
に
、
九
〇
年
代
以
降
の
各
国

の
制
度
改
革
の
経
緯
を
調
べ
た

Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ａ
（
国
際
社
会
保
障
協

会
）
の
報
告
書
も
ほ
ぼ
同
様
の

傾
向
を
ま
と
め
て
い
る
。

こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
項

目
は
、
日
本
に
も
当
て
は
ま
る

問
題
で
あ
る
。

①
の
財
政
の
持
続
可
能
性
は
、
少
子

化
が
諸
外
国
よ
り
も
は
る
か
に
深
刻
な

日
本
に
と
っ
て
は
、
も
っ
と
も
優
先
順

位
の
高
い
問
題
で
あ
る
。

②
の
低
所
得
高
齢
者
へ
の
所
得
保
障

の
拡
充
で
あ
る
が
、
高
齢
化
に
と
も
な

い
低
年
金
、
無
年
金
の
高
齢
者
数
が
増

加
し
、
そ
の
一
部
が
生
活
保
護
制
度
に

流
入
し
、
年
金
制
度
と
生
活
保
護
制
度

が
ド
ミ
ノ
倒
し
に
な
り
つ
つ
あ
る
日
本
で

は
緊
急
性
の
高
い
事
項
で
あ
る
。

③
の
公
的
年
金
の
対
象
に
な
る
労
働

者
を
広
げ
る
と
い
う
点
も
、
正
規
労
働

者
の
減
少
と
非
正
規
労
働
者
の
増
加
に

よ
っ
て
、
自
主
納
付
の
国
民
年
金
加
入

者
が
増
加
し
、
そ
れ
ら
が
結
果
的
に
未

現
行
制
度
の
課
題

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

指
数

財
政
的
安
定
性

低
所
得
者
の
生
活
改
善

労
働
者
保
護
の
改
善

経
済
成
長

金
融
市
場
の
発
展

図1  先進国の年金改革で重視した項目

出典：Chlon-Dominczak,A.and Marek,M.（2003）より作成
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経
済

納
者
増
加
に
つ
な
が
っ
て
い
る
た
め
、
日

本
に
も
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
①
〜
③
の
項
目
は
、
日
本
に
と

っ
て
も
年
金
改
革
の
目
標
に
な
る
。

（2）
手
段
と
目
的
が
混
合
し
た
基
礎
年
金

税
方
式
案
や
積
立
方
式
の
議
論

こ
う
し
た
な
か
、
様
々
な
団
体
、
新

聞
社
が
提
示
し
て
い
る
年
金
改
革
は
、

目
的
と
手
段
が
混
合
し
た
も
の
が
少
な

く
な
い
。
例
え
ば
、
未
納
率
が
上
昇
し
、

空
洞
化
が
進
む
国
民
年
金
・
基
礎
年
金

の
保
険
料
を
廃
止
し
、
消
費
税
な
ど
で

集
め
る
税
方
式
案
は
、
②
低
所
得
高
齢

者
の
所
得
保
障
と
い
う
目
的
を
忘
れ
、

現
行
の
基
礎
年
金
制
度
の
維
持
だ
け
を

目
的
と
し
た
誤
っ
た
改
革
案
の
典
型
例

で
あ
る
。
②
低
所
得
高
齢
者
の
所
得
保

障
を
行
う
の
で
あ
れ
ば
、
基
礎
年
金
の

税
方
式
は
、
あ
く
ま
で
も
「
手
段
」
で

あ
る
。
現
行
基
礎
年
金
を
廃
止
し
、
低

所
得
高
齢
者
に
限
定
し
て
税
を
財
源
に

し
た
年
金
給
付
を
行
う
と
い
う
最
低
保

障
年
金
と
い
う
手
段
も
あ
る
。
ま
た
公

的
年
金
を
廃
止
、
民
営
化
し
、
積
立
方

式
に
切
り
替
え
れ
ば
、「
世
代
間
の
公
平

性
」
を
確
保
で
き
る
と
い
う
議
論
も
間

違
い
で
あ
る
。

す
で
に
世
界
銀
行
な
ど
の
レ
ポ
ー
ト

で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
少
子

化
が
続
き
、
経
済
成
長
が
鈍
化
し
て
い

る
限
り
、
積
立
方
式
に
切
り
替
え
て
も

実
質
的
に
価
値
の
あ
る
給
付
を
行
う
年

金
制
度
を
設
計
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
「
世
代
間
の
公
平
性
」
の
達
成
が

年
金
改
革
の
目
的
で
あ
る
よ
う
な
見
方

も
あ
る
が
、
こ
う
し
た
こ
と
を
目
的
に
、

年
金
改
革
を
行
っ
て
い
く
国
は
な
い
。

「
世
代
間
の
公
平
性
」
の
確
保
は
一
つ
の

目
安
で
あ
る
が
、
す
で
に
高
齢
化
が
著

し
く
進
ん
で
い
る
日
本
で
は
、
こ
れ
を

完
全
に
達
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
う
し
た
な
か
、
民
主
党
は
現
行
制

度
と
は
異
な
る
年
金
改
革
案
を
提
示
し

て
い
る
。
七
月
二
十
七
日
に
民
主
党
が

発
表
し
た
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
は
エ
ッ
セ
ン
ス

し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
民
主
党
年

金
調
査
会
が
二
〇
〇
九
年
六
月
二
十
五

日
に
示
し
た
年
金
改
革
案
に
は
詳
細
な

部
分
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
民
主

党
案
は
、
①
信
頼
性
の
確
保
、
②
わ
か

り
や
す
く
、
公
平
、
納
得
で
き
る
制
度

を
目
指
し
、
所
得
比
例
年
金
と
一
人
七

万
円
の
最
低
保
障
す
る
最
低
保
障
年
金

の
二
本
立
て
で
新
し
い
制
度
設
計
を
提

示
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
全
国
民

が
所
得
比
例
年
金
に
加
入
し
、
現
役
時

代
の
保
険
料
に
応
じ
て
（
す
な
わ
ち
保

険
料
率
×
所
得
）、
年
金
を
受
け
取
る
。

こ
の
所
得
比
例
年
金
が
低
い
人
は
最
低

保
障
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
そ
の
金
額
は
、
所
得
比
例
年
金
に

応
じ
て
減
額
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。（
図
２
）

こ
の
民
主
党
の
改
革
案
の
理
念
自
体

は
正
し
く
、
制
度
体
系
も
理
想
に
近
い

も
の
と
評
価
で
き
る
が
、
詳
細
な
点
に

つ
い
は
議
論
す
べ
き
点
が
多
く
残
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
与
党
と
野
党
で
は
、

情
報
量
に
差
が
あ
り
、
こ
と
さ
ら
現
時

点
で
民
主
党
案
の
欠
点
と
非
難
す
べ
き

で
は
な
い
。
た
だ
、
本
論
で
指
摘
す
る

財
政
的
な
視
点
は
、
実
際
に
民
主
党
が

政
権
を
担
い
、
制
度
詳
細
を
設
計
す
る

こ
と
に
な
れ
ば
、
民
主
党
は
年
金
財
政

の
現
実
の
厳
し
さ
を
認
識
す
る
の
で
は
な

い
か
。

例
え
ば
、
所
得
比
例
年
金
は
「
保
険

料
納
付
は
収
入
に
応
じ
て
一
定
の
保
険

料
を
納
付
し
、
将
来
は
納
付
し
た
保
険

料
に
見
合
っ
た
年
金
を
受
給
す
る
」
と

し
、
保
険
料
は
一
五
％
と
し
て
い
る
が
、

こ
の
所
得
比
例
年
金
の
給
付
と
負
担
の

関
係
を
ど
の
よ
う
に
評
価
で
き
る
で
あ
ろ

う
か
？
　
保
険
料
が
一
五
％
で
保
険
料

を
拠
出
し
て
い
き
、「
生
涯
に
納
め
た
保

険
料
総
額
（
運
用
等
考
慮
）
を
、
年
金

受
給
開
始
時
点
か
ら
の
平
均
余
命
で
除

し
て
計
算
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
表
現

だ
と
積
立
方
式
か
賦
課
方
式
の
概
念
上

の
拠
出
建
て
方
式
、
い
わ
ゆ
る
ス
ウ
ェ

ー
デ
ン
方
式
と
の
区
別
が
で
き
な
い
。
し

か
し
、
賦
課
方
式
か
ら
積
立
方
式
の
二

重
の
負
担
に
関
す
る
記
述
が
な
い
こ
と
、

二
重
の
負
担
の
解
消
が
現
実
的
で
は
な

い
こ
と
か
ら
、
民
主
党
案
は
概
念
上
の

拠
出
建
て
方
式
＝
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
方
式

民
主
党
の
年
金
改
革
案
の
財

政
的
検
討

年金額

保険料

所得比例年金

最低保障年金

図2  民主党の年金案
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を
意
識
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
方
法
は
、
財
政
構
造
は
賦
課
方

式
の
ま
ま
で
、
過
去
に
約
束
し
た
給
付

建
て
の
年
金
給
付
を
保
障
し
な
が
ら
、

個
々
の
国
民
に
対
し
て
は
支
払
っ
た
拠

出
（
保
険
料
）
と
給
付
が
個
別
対
応
す

る
仕
組
み
（
個
人
勘
定
）
で
あ
る
。
こ

の
場
合
、
運
用
金
利
の
代
わ
り
と
な
る

概
念
上
の
利
回
り
を
ど
の
よ
う
に
設
定

す
る
か
が
重
要
で
あ
る
（
次
第
に
完
全

な
賦
課
方
式
に
接
近
し
、
積
立
金
の
比

重
は
小
さ
く
な
る
た
め
、
積
立
金
の
運

用
の
利
回
り
か
ら
の
影
響
は
非
常
に
小

さ
く
な
る
）。
現
役
時
代
の
所
得
の
一
定

割
合
を
安
定
的
に
保
障
す
る
と
い
う
視

点
か
ら
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
同
様
に
一

人
当
た
り
名
目
賃
金
上
昇
率
分
が
概
念

上
の
利
回
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
日
本
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と

異
な
り
出
生
率
が
低
く
、
ま
た
す
で
に

給
付
を
約
束
し
た
過
去
の
負
担
分
が
大

き
く
、
利
回
り
に
回
せ
る
余
力
が
ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
よ
り
も
か
な
り
小
さ
い
。
こ
の

た
め
、
旧
制
度
か
ら
新
制
度
へ
の
移
行

過
程
が
長
期
化
す
る
ほ
ど
、
概
念
上
の

利
回
り
に
回
せ
る
財
源
は
小
さ
く
な
る
。

民
主
党
案
は
一
五
％
の
保
険
料
を
固
定

す
る
と
は
明
記
し
て
い
な
い
も
の
の
、
概

念
上
の
拠
出
建
て
と
す
る
な
ら
ば
、
保

険
料
の
固
定
と
な
る
。

す
る
と
こ
の
保
険
料
で
は
、
最
終
的

な
所
得
比
例
年
金
額
は
か
な
り
少
額
に

な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た

め
、
最
低
保
障
年
金
の
対
象
者
が
急
増

し
、
最
低
保
障
年
金
の
た
め
の
税
負
担

が
か
な
り
大
き
く
な
る
。
一
五
％
の
保

険
料
固
定
は
引
き
替
え
に
最
低
保
障
年

金
の
た
め
の
財
政
支
出
、
税
負
担
と
引

き
替
え
関
係
に
な
る
点
を
理
解
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
。

民
主
党
案
を
現
実
に
す
る
た
め
に
検

討
す
べ
き
課
題
は
大
き
く
制
度
設
計
、

所
得
捕
捉
、
移
行
過
程
の
三
つ
に
分
け

る
こ
と
が
で
き
る
。

（1）
制
度
設
計

長
期
的
な
財
政
安
定
性
の
確
保
に
む

け
て
、
具
体
的
な
制
度
設
計
が
重
要
に

な
る
。

①
最
低
保
障
年
金
・
所
得
比
例
年
金

の
財
政
分
析

保
険
料
、
移
行
期
間
、
出
生
率
と
最

低
保
障
年
金
に
必
要
な
支
出
額
は
独
立

し
た
関
係
で
は
な
い
。
所
得
比
例
保
険

料
率
、
最
低
保
障
年
金
の
財
源
見
通
し
、

そ
し
て
、
す
で
に
前
項
で
の
べ
た
よ
う

に
、
現
行
制
度
か
ら
新
制
度
へ
の
移
行

期
間
や
少
子
化
イ
ン
パ
ク
ト
の
吸
収
方

法
に
つ
い
て
、
長
期
的
に
安
定
運
営
で

き
る
財
政
分
析
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

②
支
給
開
始
年
齢
の
見
直
し
と
高
齢

者
雇
用
に
関
す
る
課
題

雇
用
継
続
・
年
金
受
給
開
始
年
齢
に

よ
っ
て
生
涯
の
年
金
受
給
総
額
が
左
右

さ
れ
な
い
と
い
う
点
は
、
概
念
上
の
積

立
方
式
で
除
去
で
き
る
。
し
か
し
、
日

本
人
全
体
の
長
寿
化
が
続
け
ば
、
若
い

世
代
ほ
ど
一
年
当
た
り
の
年
金
額
は
低

下
し
て
い
く
。
こ
れ
を
補
う
た
め
に
は
、

政
策
的
に
引
退
・
年
金
受
給
年
齢
を
遅

ら
せ
る
よ
う
な
誘
導
は
不
可
欠
で
あ
り
、

高
齢
者
雇
用
政
策
と
の
連
携
強
化
は
重

要
に
な
る
。

③
公
的
年
金
の
給
付
低
下
分
を
補
う

た
め
の
私
的
年
金
の
活
用

②
で
発
生
す
る
よ
う
な
公
的
年
金
の

給
付
水
準
を
補
い
、
高
齢
化
に
よ
り
低

下
す
る
貯
蓄
率
を
少
し
で
も
引
き
上
げ

る
た
め
、
私
的
年
金
の
活
用
が
諸
外
国

で
も
行
わ
れ
て
い
る
。
英
国
で
は
、
職

域
年
金
の
な
い
労
働
者
へ
の
国
民
年
金

基
金
の
強
制
加
入
制
度
の
導
入
、
ド
イ

ツ
で
も
リ
ー
ス
タ
ー
年
金
の
導
入
に
よ

り
、
公
的
年
金
の
給
付
引
き
下
げ
に
連

動
し
た
私
的
年
金
へ
の
税
制
上
の
優
遇
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
も
所
得
比
例
年
金
に

加
え
、
二
・
五
％
部
分
の
個
人
型
積
立

年
金
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
日
本
に
お

い
て
も
、
所
得
比
例
年
金
に
上
乗
せ
し

た
私
的
年
金
の
充
実
が
課
題
に
な
る
。

（2）
所
得
捕
捉

所
得
比
例
年
金
と
最
低
保
障
年
金
の

組
み
合
わ
せ
の
「
肝
」
は
、
国
民
全
員

へ
の
適
用
拡
大
と
所
得
捕
捉
で
あ
る
。

ま
ず
、
最
初
に
着
手
す
る
の
が
、
非
正

規
労
働
者
へ
の
徹
底
的
な
所
得
比
例
年

金
の
適
用
拡
大
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
諸

外
国
で
も
行
わ
れ
た
改
革
で
あ
る
。
日

本
で
、
適
用
拡
大
を
行
え
ば
、
現
在
年

金
加
入
者
の
約
七
〇
〇
〇
万
人
の
う
ち

六
四
〇
〇
万
人
は
カ
バ
ー
で
き
る
。
所

得
比
例
年
金
の
適
用
拡
大
で
、
九
割
以

上
が
た
年
金
一
本
化
が
成
立
す
る
。
そ

の
次
に
着
手
す
る
の
が
自
営
業
者
と
そ

の
家
族
の
六
〇
〇
万
人
で
あ
る
。

①
自
営
業
者
等
の
所
得
捕
捉
に
関
す

る
課
題

正
社
員
や
非
正
規
社
員
は
給
与
等
で

所
得
は
把
握
で
き
、
保
険
料
も
天
引
き

で
き
る
。
し
か
し
、
自
営
業
者
に
つ
い

て
は
、
所
得
情
報
は
不
完
全
で
あ
る
た

め
、
所
得
を
低
く
虚
偽
申
告
し
、
所
得

比
例
年
金
を
低
く
し
、
最
低
保
障
年
金

44

民
主
党
年
金
改
革
案
を
具
体

化
す
る
た
め
の
課
題

45

を
全
額
受
給
す
る
と
い
う
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ

ー
の
可
能
性
が
あ
る
。
就
業
構
造
基
本

調
査
に
よ
る
と
自
営
業
者
の
う
ち
所
得

ゼ
ロ
と
し
て
い
る
割
合
が
二
〇
％
程
度

存
在
し
、
こ
こ
が
制
度
一
本
化
の
ネ
ッ

ク
と
な
る
。
こ
う
し
た
フ
リ
ー
ラ
イ
ド
を

防
ぐ
た
め
に
は
、
徴
税
と
社
会
保
険
料

徴
収
の
一
体
化
（
歳
入
庁
構
想
）、
納

税
番
号
制
（
税
と
社
会
保
障
の
共
通
番

号
制
度
）、
虚
偽
申
告
へ
の
厳
し
い
ペ
ナ

ル
テ
ィ
ー
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

所
得
捕
捉
の
確
保
は
、
年
金
だ
け
の

問
題
で
は
な
く
、
税
や
公
的
負
担
（
例

え
ば
保
育
料
）
の
公
平
性
の
確
保
の
た

め
に
は
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
う
し
た
工

夫
に
よ
っ
て
も
負
担
の
公
平
感
を
確
保

出
来
な
い
場
合
は
、
所
得
捕
捉
が
難
し

い
典
型
的
な
自
営
業
者
（
例
え
ば
、
商

店
主
）
な
ど
は
、
所
得
比
例
年
金
に
適

用
せ
ず
別
制
度
か
あ
る
い
は
高
齢
期
に

貧
困
に
な
っ
た
場
合
は
、
資
産
制
限
を

付
け
た
最
低
保
障
年
金
（
所
得
比
例
年

金
に
付
加
す
る
最
低
保
障
年
金
よ
り
条

件
が
厳
し
い
）
の
対
象
に
す
る
な
ど
、

現
実
的
な
対
応
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

②
非
適
用
事
業
所
へ
の
適
用
拡
大

厚
生
年
金
が
中
小
・
零
細
企
業
に
適

用
さ
れ
る
過
程
で
、
企
業
が
事
業
主
負

担
分
の
保
険
料
を
負
担
で
き
ず
、
脱
退

あ
る
い
は
標
準
報
酬
額
の
虚
偽
記
載

（
い
わ
ゆ
る
改
ざ
ん
さ
れ
た
年
金
記
録
）

が
発
生
し
た
。
民
主
党
の
所
得
比
例
年

金
へ
の
一
元
化
に
お
い
て
も
、
現
行
厚

生
年
金
と
同
じ
事
業
所
適
用
拡
大
の
問

題
が
発
生
す
る
。
賦
課
方
式
の
財
政
の

も
と
で
、
企
業
規
模
や
職
業
、
就
業
形

態
に
よ
っ
て
年
金
制
度
を
変
え
な
い
こ

と
が
理
想
的
で
あ
る
。
中
小
、
零
細
企

業
の
保
険
料
の
企
業
負
担
分
に
つ
い
て

は
、
本
来
は
、
産
業
政
策
で
考
慮
す
べ

き
で
あ
り
、
年
金
制
度
で
対
応
す
べ
き

で
は
な
い
。た

だ
し
、
諸
外
国
で
も
零
細

企
業
へ
の
配
慮
は
あ
る
。
た
と

え
ば
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
は
、
本
人

負
担
分
に
つ
い
て
は
企
業
規
模

で
差
を
つ
け
な
い
が
、
企
業
負
担

分
に
つ
い
て
は
企
業
の
人
件
費
総

額
に
応
じ
て
保
険
料
に
差
を
つ

け
、
中
小
・
零
細
企
業
の
負
担

軽
減
を
行
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た

工
夫
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
中

小
、
零
細
企
業
へ
の
適
用
拡
大

の
工
夫
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

（3）
移
行
過
程

①
国
民
年
金
、
厚
生
年
金
、

共
済
年
金
の
現
在
加
入
者
の
取

り
扱
い

過
去
の
拠
出
記
録
を
完
全
に
公
平
に

給
付
に
つ
な
げ
な
が
ら
、
新
制
度
に
移

行
す
る
と
そ
の
期
間
は
長
期
間
か
か
る
。

民
主
党
の
資
料
に
あ
る
よ
う
に
、
現
在

四
〇
歳
の
人
に
は
、
旧
制
度
で
二
〇
年
、

新
制
度
で
二
〇
年
分
の
給
付
と
な
る
。

各
国
の
年
金
改
革
で
は
、
少
子
化
の
コ

ス
ト
を
年
金
給
付
抑
制
で
吸
収
す
る
た

め
に
、
新
制
度
の
所
得
比
例
年
金
の
給

付
水
準
が
現
行
給
付
水
準
よ
り
抑
制
さ

れ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
民
主
党
案

は
明
ら
か
で
は
な
い
。

諸
外
国
と
同
じ
考
え
を
と
る
と
、
現

行
制
度
か
ら
新
制
度
に
移
行
す
る
時
間

が
長
く
か
か
る
ほ
ど
、
新
制
度
の
財
政

的
安
定
性
は
損
な
わ
れ
る
。
図
３
は
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
の
年
金
改
革
の
移
行
過
程

で
あ
る
が
、
旧
制
度
の
カ
バ
ー
率
を
示

す
灰
色
の
部
分
は
四
五
歳
で
ゼ
ロ
に
な

っ
て
い
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
、
移
行

速
度
を
高
め
て
、
改
革
時
点
で
四
五
歳

の
人
は
、
旧
制
度
分
は
ゼ
ロ
、
す
べ
て

新
制
度
に
し
て
い
る
。
一
方
、
図
４
の

よ
う
に
イ
タ
リ
ア
の
年
金
改
革
で
は
灰
色

の
部
分
が
多
く
、
か
つ
不
連
続
に
な
っ

て
お
り
、
移
行
期
間
に
時
間
を
か
け
た

た
め
、
財
政
の
安
定
性
を
確
保
で
き
な

か
っ
た
。

経
済

旧
制
度
の
カ
バ
ー
率

スウェーデンの新制度の移行過程

改革時の年齢
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の
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イタリアの新制度の移行過程
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図3  スウェーデンの旧年金制度から新年金制度への移行過程

図4  イタリアの旧年金制度から新年金制度への移行過程
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ま
た
民
主
党
案
は
、
最
低
保
障
年
金

に
つ
い
て
は
移
行
期
間
を
長
く
と
っ
て
い

る
の
で
、
す
ぐ
に
財
政
負
担
が
発
生
し

な
い
と
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

の
場
合
は
、
現
在
の
低
年
金
受
給
者
、

高
齢
貧
困
者
を
救
済
す
る
こ
と
は
で
き

な
く
な
る
。
こ
の
問
題
は
次
の
②
の
問

題
と
関
係
す
る
。

②
年
金
記
録
問
題
の
処
理
と
現
在
の

高
齢
貧
困
者
の
救
済

民
主
党
は
年
金
記
録
問
題
は
、
被
害

者
の
補
償
と
再
発
を
防
止
す
る
た
め
の

年
金
手
帳
を
交
付
す
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
点
は
、
政
府
も
社
会
保
障
カ
ー
ド

導
入
を
進
め
て
お
り
、
年
金
手
帳
も
類

似
の
機
能
を
果
た
す
で
あ
ろ
う
。
問
題

は
、
す
で
に
発
生
し
て
い
る
年
金
記
録

問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、

安
倍
政
権
の
よ
う
に
記
録
の
厳
密
な
回

復
を
目
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
記

録
訂
正
を
簡
略
化
し
、
さ
ら
に
一
括
補

償
す
る
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

問
題
は
、
こ
の
補
償
に
所
得
制
限
を

つ
け
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
優
先
順
位

を
年
金
記
録
の
修
復
に
お
く
の
か
、
低

所
得
、
貧
困
高
齢
者
の
最
低
所
得
保
障

を
重
視
す
る
の
か
、
国
民
の
公
平
感
を

見
極
め
る
必
要
が
あ
る
。
す
で
に
高
額

な
年
金
を
受
給
し
て
い
な
が
ら
、
数
年

分
の
記
録
が
失
わ
れ
て
い
る
人
と
記
録

問
題
に
よ
り
年
金
が
ゼ
ロ
や
極
端
に
低

く
な
っ
て
い
る
人
を
同
列
に
扱
う
か
ど
う

か
。
仮
に
同
列
に
扱
う
と
す
る
な
ら
ば
、

記
録
修
復
に
関
す
る
虚
偽
申
請
が
事
後

的
に
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
は
、
厳
し

い
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
で
臨
む
な
ど
の
工
夫
が

必
要
で
あ
る
。
こ
の
判
断
を
誤
る
と
国

民
か
ら
「
年
金
記
録
回
復
」
は
「
保
険

料
の
徳
政
令
」
と
見
な
さ
れ
、
政
府
の

信
頼
性
や
公
平
感
は
低
下
し
、
深
刻
な

混
乱
が
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
年
金
記
録
問
題
が
原
因
で

は
な
い
低
年
金
・
貧
困
状
態
の
高
齢
者

を
ど
の
よ
う
に
救
済
す
る
か
と
い
う
問
題

も
あ
る
。
本
人
の
未
納
・
未
加
入
が
原

因
で
あ
る
と
し
、
年
金
制
度
で
救
済
し

な
い
と
い
う
判
断
は
あ
る
が
、
そ
の
場

合
に
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
生
活
保
護
に

流
れ
込
む
こ
と
に
な
る
。
政
府
の
改
革

案
で
は
、
こ
れ
ら
の
低
年
金
受
給
者
に

対
す
る
最
低
保
障
の
議
論
が
行
わ
れ
て

い
る
が
、
民
主
党
案
で
は
触
れ
て
い
な

い
。本

稿
で
は
、
年
金
改
革
の
目
標
、
現

行
制
度
の
問
題
点
、
民
主
党
の
年
金
制

度
改
革
案
の
課
題
を
述
べ
て
き
た
。
民

主
党
案
に
も
多
く
の
課
題
は
残
さ
れ
て

い
る
。

た
だ
し
、
民
主
党
案
と
現
行
制
度
が

か
け
離
れ
た
も
の
と
い
う
見
方
も
あ
る

が
、
こ
れ
も
正
し
く
な
い
。
現
行
制
度

で
も
、
被
用
者
年
金
の
一
元
化
は
不
可

欠
で
あ
り
、
さ
ら
に
非
正
規
労
働
者
へ

の
厚
生
年
金
の
適
用
拡
大
は
空
洞
化
防

止
の
た
め
に
必
要
な
改
革
で
あ
る
。
適

用
拡
大
の
程
度
の
違
い
が
あ
る
が
、
政

府
の
現
行
制
度
改
革
と
同
じ
方
向
を
向

い
て
い
る
。
ま
た
、
最
低
保
障
年
金
に

つ
い
て
は
、
政
府
も
低
年
金
受
給
者
に

対
す
る
税
財
源
に
よ
る
上
乗
せ
給
付
を

検
討
し
て
い
る
。

厚
生
年
金
の
適
用
対
象
者
を
広
げ
、

高
額
年
金
受
給
者
の
基
礎
年
金
の
う
ち

税
財
源
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
る
半
額

部
分
を
カ
ッ
ト
し
、
そ
れ
を
原
資
に
低

年
金
受
給
者
の
上
乗
せ
財
源
に
使
え
ば
、

民
主
党
案
と
現
行
制
度
の
距
離
は
か
な

り
接
近
に
す
る
。
現
行
制
度
に
必
要
な

修
正
を
行
え
ば
、
民
主
党
案
に
接
近
し

て
い
く
。

少
子
化
・
長
寿
化
と
い
っ
た
人
口
構

成
の
変
化
が
年
金
制
度
に
与
え
る
課
題

は
、
現
行
制
度
で
も
民
主
党
案
で
も
同

じ
で
あ
る
。
結
局
、
年
金
制
度
改
革
だ

け
で
は
改
善
で
き
る
範
囲
は
限
ら
れ
て
い

る
。
政
党
は
も
ち
ろ
ん
と
し
て
、
国
民

も
年
金
制
度
改
革
だ
け
で
「
で
き
る
こ

と
」
と
「
で
き
な
い
こ
と
」
を
峻
別
す

る
必
要
が
あ
る
。

現
行
制
度
で
あ
ろ
う
が
、
民
主
党
年

金
改
革
案
で
あ
ろ
う
が
、
年
金
制
度
を

持
続
可
能
性
に
す
る
た
め
に
は
、
経
済

政
策
、
産
業
政
策
、
労
働
政
策
、
子
育

て
支
援
政
策
、
税
制
、
徴
税
シ
ス
テ
ム

と
の
連
携
が
不
可
欠
に
な
る
。
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